
（様式２）

所管課名 森林づくり推進課 整理番号 3-4

処分の種類

根拠法令条例
等・条項

処分の概要

処分基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）

〔参考〕
　基本通達「保安林及び保安林施設地区の指定、解除等の取扱いについて」（S45.6.2付け
45林野治第921号林野庁長官通達）の記の第6のとおり

（監督処分）
　都道府県知事は、森林所有者が第34条第４項の規定に違反して、保安林に係る指定施
業要件として定められている植栽の期間内に、植栽をせず、又は当該指定施業要件として
定められている植栽の方法若しくは樹種に関する定めに従って植栽をしない場合には、当
該森林所有者に対し、期間を定めて、当該保安林に係る指定施業要件として定められて
いる植栽に方法と同一の方法により、当該指定施業要件として定められている樹種と同一
の樹種を植栽すべき旨を命ずることができる。

－

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

保安林の指定施業要件の植栽の実施命令

森林法第38条第3項

法第34条第４項の規定に違反した森林所有者に対する指定施業要件の植栽の実施命令


